
 

ＩＴＳＭＳ基本方針 
 
 
 当社は、ＩＴシステムを活用したＩＴサービス提供企業として安全管理を行い、顧客に

対する継続的かつ安定的なＩＴサービス提供を確保することを重要な社会的責務であると

認識している。 
 当社は、この認識に基づき、ＩＴサービスマネジメントシステムによる継続的改善を実

施し、適切なＩＴサービス提供を維持管理するためＩＴＳＭＳ基本方針を定める。 
 
 
１．サービスマネジメント計画 
 ＩＴサービスマネジメント計画と目的を定め、その達成に努める。 
 
２．法令等遵守 
 ＩＴサービスの提供及び運用にあたり、関連する法令等を遵守する。 
 
３．情報セキュリティの確保 
 ＩＴサービス活動において当社の情報セキュリティ基本方針に基づき、そのセキュリ 
ティ確保に努める。 
 
４．教育・啓蒙 
 社員等に対して情報セキュリティ方針を含むＩＴサービスマネジメントシステムの 
推進・維持に必要な教育と啓蒙を行う。 
 
５．継続的改善 
 ＩＴサービスマネジメントシステムの有効性を確保するため、内部監査及び第三者の 
審査に基づき、ＩＴサービスマネジメントシステムの見直し、運用の継続的改善を図る。 
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